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1―公的医療保険の保険料設定の概要 

公的医療保険の保険料は、全員が同じというわけではなく、保険主体である保険者毎に異なっています。 

保険料の決定方法についても、保険者毎に異なっています。 

健康保険や共済組合等の職域保険においては、基本的には被保険者の報酬（給料）や賞与（ボーナスな

ど）の額等の所得に応じて定められています。ここで、毎月の保険料は「標準報酬月額」に対する割合、賞与

などの保険料は「標準賞与額」に対する割合という形で決められます。この割合を「保険料率」と呼んでいま

す。この保険料率が保険者毎に異なっていることにより、各医療保険制度に加入する被保険者の負担が（仮

に、同じ所得水準等であっても）異なってくることになります。 

ここで、保険料の計算の基礎となる報酬（給料）には、基本給のほか、残業手当なども含まれています。し

かし、私たちの報酬は人により千差万別であるため、個々人の報酬の実額に基づいて、毎月の保険料を計

算することになると、大変面倒なことになります。そのため、「標準報酬月額」という概念を用いて、各人の実際

の報酬をそれに当てはめて、簡単に保険料の計算ができるようにしています。「標準報酬月額」は、平成 30

年度においては、最低 5万 8,000円から最高 139万円まで、50等級に区分されています。 

また、国民健康保険等の地域保険においては、所得に応じて定められる額に加えて、被保険者毎に定額

の保険料が徴収されることになります。 

なお、職域保険の場合、保険料は、被保険者だけでなく、事業主がその半分以上を負担する形になって

います。 

以下では、医療保険制度の種類毎にその保険料の決定方法についての概要を説明します1。なお、各医

療保険制度の概要については、基礎研レター「医療保険制度にはどんな種類があるの？」（2018.4.23）を参

照して下さい。 

 

                                                
1 保険者を通じては、医療保険に加えて、介護保険の保険料も一緒に徴収されますが、ここではあくまでも医療保険の保険

料について述べています。 
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2―健康保険（一般被用者保険）の保険料 

健康保険は、いわゆるサラリーマンとして民間企業に勤めている人とその家族が加入する医療保険制度で

す。これには、①組合管掌健康保険（組合健保)、②全国健康保険協会管掌健康保険（協会けんぽ）、の 2

種類がありますが、それぞれについての保険料の設定等は、以下の通りとなっています。 

1｜組合管掌健康保険（組合健保)  

組合管掌健康保険には、主に大企業が単独で設立している「単一型健康保険組合」と、業界単位で複数

の企業が共同して設立される「総合型健康保険組合」があります2。 

企業単独の単一型健康保険組合でも、複数の企業による総合型健康保険組合でも、一定の範囲内で、そ

れぞれの組合の財政状況等に応じて、保険料率を自主的に設定することができます（現在、健康保険法の

規定により、保険料率は 3％から 13％までの範囲内と定められています）。 

なお、保険料率の設定区分には上限がありますが、この金額は、年金の場合よりも低く設定されています。 

また、保険料の負担については、労使の折半（即ち、被保険者と事業主がそれぞれ1／2）)という選択肢だ

けではなく、事業主側がより多く負担することも可能です。 

従って、保険料率や被保険者と事業主の負担の割合等については、健康保険組合毎に異なっています。 

実際に、単一型健康保険組合の場合には、各健康保険組合の被保険者の年齢・性別構成等も反映され

た財政状況等によって、保険料率及び被保険者と事業主の負担の割合の双方とも、健康保険組合毎に比較

的大きな差異が見られます。また、単一型健康保険組合の多くにおいて、事業主が折半を超える負担を行っ

ています。 

具体的には、各健康保険組合の HP で公開されている情報に基づくと、例えば、自動車・保険・商社業界

からの 10社の健康保険組合の例は、以下の通りとなっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これに比べて、総合型健康保険組合の場合には、相対的に保険料率の分布の幅は小さく、また保険料率

の負担も労使折半としている場合が殆どで、事業主負担の割合が大きい健康保険組合は比較的限定されて

います。 

 

                                                
2 健康保険法等には「単一型」、「総合型」という表現はなく、「単一」、「総合」といった言い方もします。 

単一型健康保険組合の健康保険料率の例（2018年）
会社名 個人負担 事業主負担 合計
A社 2.77% 5.53% 8.30%
B社 2.87% 4.13% 7.00%
C社 2.88% 5.12% 8.00%
D社 3.00% 5.30% 8.30%
E社 3.32% 4.98% 8.30%
F社 3.40% 4.80% 8.20%
G社 3.74% 4.96% 8.70%
H社 4.00% 5.00% 9.00%
I社 4.65% 4.65% 9.30%
J社 4.80% 4.80% 9.60%

(※）各社の健康保険組合のWebサイトより作成
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2｜全国健康保険協会管掌健康保険（協会けんぽ）  

「協会けんぽ」の医療保険の保険料率は、日本全国一律と言うわけではなく、全国健康保険協会が、都道

府県毎に必要な医療費等に基づいて、都道府県毎に設定しています。ただし、都道府県毎の保険料率の設

定に際しては、地域間の医療費や所得水準の違いがそのまま反映されるのではなく、連帯の観点から、年齢

構成の違いに伴う医療費の差や所得水準の違いは都道府県間で相互に調整した上で、保険料率を設定す

ることとなっています。 

都道府県毎の保険料率及び保険料額表については、全国健康保険協会（協会けんぽ）のWebサイト3から

入手することができます。 

これによれば、例えば、「平成 30年度都道府県単位保険料率」は、以下の図表の通りとなっています。 

このように、保険料率は都道府県毎に異なっていますが、保険料率の範囲は、平成 30 年度の例では、新

潟県の 9.63％から佐賀県の 10.61％までと、1％程度となっています。また、全国平均は 10％程度となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、保険料の負担は労使折半となっています。 

                                                
3  平成 30 年度保険料率（平成 30 年４月分から） 

   https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h30/300209 
平成 30 年度保険料額表（平成 30 年４月分から）

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h30/h30ryougakuhyou4gatukara 

平成30年度都道府県単位保険料率（全国健康保険協会のWebサイトより）
↑：引上げ ↑：引上げ

↓：引下げ ↓：引下げ

  →：据え置き   →：据え置き

北海道 10.22% ↑ 10.25% 滋賀県 9.92% ↓ 9.84%
青森県 9.96% → 9.96% 京都府 9.99% ↑ 10.02%
岩手県 9.82% ↑ 9.84% 大阪府 10.13% ↑ 10.17%
宮城県 9.97% ↑ 10.05% 兵庫県 10.06% ↑ 10.10%
秋田県 10.16% ↓ 10.13% 奈良県 10.00% ↑ 10.03%
山形県 9.99% ↑ 10.04% 和歌山県 10.06% ↑ 10.08%
福島県 9.85% ↓ 9.79% 鳥取県 9.99% ↓ 9.96%
茨城県 9.89% ↑ 9.90% 島根県 10.10% ↑ 10.13%
栃木県 9.94% ↓ 9.92% 岡山県 10.15% → 10.15%
群馬県 9.93% ↓ 9.91% 広島県 10.04% ↓ 10.00%
埼玉県 9.87% ↓ 9.85% 山口県 10.11% ↑ 10.18%
千葉県 9.89% → 9.89% 徳島県 10.18% ↑ 10.28%
東京都 9.91% ↓ 9.90% 香川県 10.24% ↓ 10.23%
神奈川県 9.93% → 9.93% 愛媛県 10.11% ↓ 10.10%
新潟県 9.69% ↓ 9.63% 高知県 10.18% ↓ 10.14%
富山県 9.80% ↑ 9.81% 福岡県 10.19% ↑ 10.23%
石川県 10.02% ↑ 10.04% 佐賀県 10.47% ↑ 10.61%
福井県 9.99% ↓ 9.98% 長崎県 10.22% ↓ 10.20%
山梨県 10.04% ↓ 9.96% 熊本県 10.14% ↓ 10.13%
長野県 9.76% ↓ 9.71% 大分県 10.17% ↑ 10.26%
岐阜県 9.95% ↓ 9.91% 宮崎県 9.97% → 9.97%
静岡県 9.81% ↓ 9.77% 鹿児島県 10.13% ↓ 10.11%
愛知県 9.92% ↓ 9.90% 沖縄県 9.95% ↓ 9.93%
三重県 9.92% ↓ 9.90%

※40歳から64歳までの方（介護保険第2号被保険者）は、これに全国一律の介護保険料率（1.57％）が加わります。

平成30年度平成29年度 平成30年度 平成29年度

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h30/300209
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h30/h30ryougakuhyou4gatukara
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3―共済組合等（特定被用者保険）の保険料 

特定被用者保険とは、公務員、私立学校の教職員、船員を対象とした医療保険です。制度の歴史や海上

での保障という特殊性等を考慮して、一般被用者保険とは異なる制度となっています。 

これには、①国家公務員共済組合、②地方公務員共済組合、③私立学校教職員共済制度、④船員保険、

がありますが、それぞれの保険料の決定は、基本的には同様で、以下の通りとなっています。 

まずは、保険料率については、各共済組合が独自に設定することができます。従って、例えば、地方公務

員共済組合でも、都道府県毎に保険料率は異なっています。 

また、保険料の負担については、基本的に労使折半となっていますが、例えば、船員保険については、被

保険者負担分の保険料率の軽減がなされており、船舶所有者負担分が高くなっています。  

 

4―地域保険の保険料 

地域保険は、自営業者、農林水産業者、無職者等被用者保険に加入していない人を対象としています。 

これには、①国民健康保険（市町村国保）、②国民健康保険組合（国保組合）、の２種類があります。 

1｜国民健康保険（市町村国保）  

国民健康保険（市町村国保） の保険料は、市区町村によって異なっています。 

また、その算定方法についても、所得に比例した保険料率に基づく「所得割」だけでなく、「均等割」と併せ

て、保険料が算出されます。さらには、市区町村によっては、「資産割」（保有資産にかかる）や、「平等割」

（世帯ごとにかかる）が加算される場合もあります。 

①所得割 

基礎控除後の所得金額に対して、市区町村が決定した割合を掛けて算出します。 

②均等割 

1つの世帯内で国保加入者 1人当たりに賦課されます。 

③平等割 

 国保加入者が 1人以上いる世帯に対して賦課されます。市区町村によっては賦課しない場合もあります。 

④資産割 

 固定資産税の課税対象者にかかる部分で、市区町村が決定した割合を年間の固定資産税に乗じて算出し

ます。近年は資産割を廃止する市区町村が増えています。 

２｜国民健康保険組合（国保組合）  

国民健康保険組合（国保組合）の保険料や算定方法も、組合毎に異なっています。 

その算定方法は、国民健康保険（市町村国保）の保険料の算定で用いられている所得割や均等割の考え

方を採用しています。 

多くの場合、国民健康保険組合（国保組合）の保険料率の方が、国民健康保険（市町村国保） に比べて

低くなっていますが、基礎研レター「医療保険制度にはどんな種類があるの？」（2018.4.23）で述べた通り、

国民健康保険組合（国保組合）がある業種は限られています。 

 

https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=57987?site=nli
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5―後期高齢者医療制度の保険料 

国民健康保険（市町村国保）では、運営する市区町村毎に設定されるのに対して、75 歳以上が加入する

後期高齢者医療制度では、都道府県毎の後期高齢者医療広域連合毎に設定されます。 

後期高齢者医療制度の保険料については、「均等割」と「所得割」の合計で算出されます。均等割額や所

得割率は各都道府県の医療費の水準や加入者の状況、財政的な負担能力等に応じて、広域連合毎に異な

っています。2年毎に各広域連合が設定し、同じ広域連合では、市区町村に関わらず、均一となります。 

なお、保険料額には上限が定められるとともに、所得の低い世帯には均等割額が所得に応じて 7 割（ただ

し、特例措置4により、現在は 9割、8.5割）、5割、2割のいずれかの割合で軽減されます。 

具体的には、例えば、夫婦二人世帯で妻の年金収入 80 万円以下の場合、夫の年金収入額に応じて、保

険料額は、以下の通りとなっています（平成 30年度、平成 31年度全国平均保険料率）。 

後期高齢者医療の保険料額（厚生労働省の資料による） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(筆者注) 図表中の、「旧ただし書き所得」とは、総所得金額等から基礎控除（33万円）を差し引いた額となります。 

 

 因みに、平成 30 年度、平成 31 年度の都道府県（広域連合）別の均等割額及び所得割率は、次ページの

図表の通りとなっています。 

 均等割額は、36,900 円から 56,085 円、所得割率は、7.36％から 11.42％と、都道府県（広域連合）毎に、

かなり大きな差異が見られています。 

                                                
4 なお、厚生労働省は、この保険料の特例措置を 2019 年 10 月から、段階的に廃止していくことを検討しているようです。 
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6―まとめ 

以上、ここまで述べてきたように、医療保険制度の種類毎にその保険料の決定方法や実際の保険料率等

はかなり異なっています。また、地域保険や後期高齢者医療制度では、お住まいの地域によって、仮に同じ

所得水準等であっても、保険料額は大きく異なってくることになります。 

ご自身の加入する医療保険制度の保険料率等について、今一度ご確認してみることも大事だと思われま

す。 

 

以 上 

平成30年度/平成31年度都道府県(広域連合)別均等割額・所得割率（各広域連合のWebサイトより）

北海道 50,205円 10.59% 滋賀県 43,727円 8.26%
青森県 40,514円 7.41% 京都府 47,890円 9.39%
岩手県 38,000円 7.36% 大阪府 51,491円 9.90%
宮城県 41,400円 8.02% 兵庫県 48,855円 10.17%
秋田県 39,710円 8.07% 奈良県 45,200円 8.89%
山形県 41,100円 8.01% 和歌山県 45,812円 8.80%
福島県 41,600円 7.94% 鳥取県 42,480円 8.07%
茨城県 39,500円 8.00% 島根県 43,440円 8.25%
栃木県 43,200円 8.54% 岡山県 46,600円 9.17%
群馬県 43,600円 8.60% 広島県 45,500円 8.76%
埼玉県 41,700円 7.86% 山口県 52,444円 10.28%
千葉県 41,000円 7.89% 徳島県 52,913円 10.34%
東京都 43,300円 8.80% 香川県 47,300円 9.26%
神奈川県 41,600円 8.25% 愛媛県 46,374円 8.78%
新潟県 36,900円 7.40% 高知県 54,394円 11.42%
富山県 43,800円 8.60% 福岡県 56,085円 10.83%
石川県 47,520円 9.33% 佐賀県 51,800円 9.88%
福井県 45,000円 8.10% 長崎県 45,800円 8.67%
山梨県 40,490円 7.86% 熊本県 47,900円 9.26%
長野県 40,907円 8.30% 大分県 47,000円 9.06%
岐阜県 41,214円 7.75% 宮崎県 48,400円 9.08%
静岡県 40,400円 7.85% 鹿児島県 50,500円 9.57%
愛知県 45,379円 8.76% 沖縄県 48,440円 8.80%
三重県 42,965円 8.86%

均等割額 均等割額所得割率 所得割率


